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小こ

島じ
ま

重し
げ

雄お

さ
ん（
大
字
岩
田
）、

舘た
て

野の

佳よ
し

光み
つ

さ
ん（
大
字
海
老
瀬
）が
、

新
た
に
広
報
編
集
委
員
を
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
４
年
間
活
躍
さ
れ
た
間ま

明み
ょ
う

田だ

憲の
り

志ゆ
き

さ
ん（
大
字
籾
谷
）、
栗く

り

原は
ら

友と
も

孝た
か

さ
ん（
大
字
海
老
瀬
）
に

感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

広
報
編
集
委
員
は
、
町
民
目
線

で
広
報
な
ど
に
意
見
を
い
た
だ
く

ほ
か
、フ
ェ
イ
ス（
人
物
紹
介
コ
ー

ナ
ー
）で
町
内
外
で
活
躍
す
る
か

た
を
紹
介
す
る
原
稿
の
執
筆
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

情
報
広
報
係

82

－

６
１
２
４

広
報
編
集
委
員

新
た
に
２
人
の
委
員
を
委
嘱
し
ま
し
た

　

５
月
７
日
㈫
に
開
催
さ
れ
た
板

倉
町
体
育
協
会
総
会
で
、
石い

し

川か
わ

和か
ず

孝た
か

さ
ん
（
大
字
板
倉
）
が
新
た
に

板
倉
町
体
育
協
会
会
長
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
改
選
で
退
任
さ

れ
ま
し
た
前
会
長
小お

野の

田だ

元も
と

伸の
ぶ

さ

ん
（
大
字
飯
野
）
は
、
６
年
間
に

わ
た
り
板
倉
町
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に

貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

問
合
せ　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係

82

－

０
８
５
８

体
育
協
会
会
長

石
川
和
孝
さ
ん
が
新
た
に
就
任
し
ま
し
た

　

栗
原
町
長
が
、
令
和
５
年
12
月

28
日
に
邑
楽
郡
町
村
会
長
に
選
任

さ
れ
、
令
和
６
年
５
月
８
日
に
群

馬
県
町
村
会
副
会
長
（
第
１
順
位
）

に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

役
職
に
選
任
さ
れ
た
こ
と
で
、
10

以
上
の
充
て
職
に
就
任
す
る
こ
と

に
な
り
、
今
ま
で
の
公
務
と
は
別

に
充
て
職
に
係
る
公
務
が
加
わ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
、
本
意
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
今
後
、
公
務
重
複
な
ど

に
よ
り
町
の
各
種
会
議
・
会
合
な

ど
を
欠
席
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー

ス
が
増
え
ま
す
こ
と
を
町
民
の
皆

さ
ま
に
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
こ
と
が
理
由
で
お
ろ
そ
か
な

町
政
に
な
ら
な
い
よ
う
、
全
力
で

頑
張
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

秘
書
人
事
係

82

－

６
１
２
１

群
馬
県
町
村
会

栗
原
町
長
が
副
会
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た

【入札結果】予定価格が250万円(税込み)を超えるものを掲載。全ての入札結果および詳細は、町ホームページに掲載しています。　問合せ　財政係 ８２－６１２６

執 行 日 件 名 場 所 予定価格（税抜）
設計金額（税抜）

最低制限価格
（税抜）

落札金額
（税抜） 落 札 率 落 札 者

５月１日㈬ 令和６年度　合の谷災害対策事業　排水ポンプ更新工事 海老瀬地先 593万円 415万円 580万円 97.8％ ㈱神寛

５月１日㈬ 令和６年度　邑楽東部第１排水機場 点検整備業務委託 邑楽東部第
１排水機場 495万円 なし 410万円 82.8％ ㈱スガテック関東

支店

石川和孝さん
小島重雄さん 舘野佳光さん

　

第
40
回
板
倉
ま
つ
り
を
、
８
月

３
日
㈯
に
板
倉
町
役
場
南
側
駐
車

場
に
て
開
催
す
る
準
備
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

前
回
に
引
き
続
き
、
板
倉
ま
つ

り
を
盛
り
上
げ
る
た
め
、
町
民
の

か
た
か
ら
の
協
賛
金
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

協
賛
内
容
の
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

板
倉
ま
つ
り
運
営
委
員

会
事
務
局
（
商
工
観
光
係
内
）

82

－

６
１
３
９

k-shoko@
tow
n.itakura.

gunm
a.jp

板
倉
ま
つ
り

板
倉
ま
つ
り
の
協
賛
金
に
ご
協
力
を

雑
草
の
処
分
方
法

　

雑
草
は
、
乾
燥
さ
せ
る
こ
と

で
か
さ
が
減
り
、
重
量
も
軽
く

な
り
ま
す
。
ご
み
袋
を
減
ら
せ

る
と
と
も
に
、
減
量
す
る
こ
と

で
処
理
費
用
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

捨
て
ず
に
土
に
埋
め
る
の
も
環

境
に
優
し
い
処
分
方
法
で
す
。

燃
や
し
て
処
分
す
る
の
は
禁
止

　

ご
み
や
雑
草
を
燃
や
す
行
為

は
、
一
部
例
外
を
除
き
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
環
境
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
か
、
煙
や

に
お
い
で
、
ご
近
所
ト
ラ
ブ
ル

に
な
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
火
災
に
な
る
恐
れ
も
あ
り

大
変
危
険
で
す
。

雑
草
を
生
え
に
く
く
す
る
工
夫

　
「
防
草
シ
ー
ト
」
を
敷
く
こ

と
が
効
果
的
で
す
。
防
草
シ
ー

ト
は
、
日
光
を
遮
断
し
て
雑
草

を
育
ち
に
く
く
す
る
も
の
で
す
。

防
草
シ
ー
ト
を
敷
い
た
上
に
砂

利
な
ど
を
敷
き
詰
め
れ
ば
、
見

た
目
に
も
美
し
い
庭
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
下
水
道
係

82
－

６
１
３
２

　

６
月
議
会
定
例
会
が
６
月
４
日

㈫
か
ら
７
日
㈮
ま
で
の
４
日
間
の

日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
今
回
の

定
例
会
で
は
、
報
告
３
件
、
承
認

４
件
、
条
例
の
一
部
改
正
議
案
３

件
、
規
約
変
更
に
関
す
る
協
議
１

件
、
令
和
６
年
度
補
正
予
算
議
案

３
件
の
11
議
案
（
報
告
を
除
く
）

が
審
議
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

議
会
初
日
に
は
、
各
議
案
の
審

議
決
定
を
行
い
、
令
和
６
年
度
補

正
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
決
算

常
任
委
員
会
へ
付
託
し
、
細
部
に

わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
し
ま
す
。

ま
た
、各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、

町
が
今
後
取
り
組
む
事
務
事
業
等

に
つ
い
て
、
所
管
事
務
調
査
を
行

い
ま
す
。

　

２
日
目
に
は
、
事
前
に
通
告
の

あ
っ
た
議
員
５
人
が
登
壇
し
、
一

問
一
答
方
式
で
一
般
質
問
を
行
い

ま
す
。
そ
の
後
、
令
和
６
年
度
補

正
予
算
議
案
の
採
決
が
行
わ
れ
ま

す
。

◆
一
般
質
問
通
告
者
、
質
問
事
項

期
日　

６
月
５
日
㈬

森
田
義
昭
議
員（
９
時
〜
）

①
町
長
の
進
退
に
つ
い
て

②
職
場
環
境
に
適
応
し
た
軽
装
に

つ
い
て

③
保
育
園
に
つ
い
て

須
藤
稔
議
員（
10
時
15
分
〜
）

①
総
合
計
画
の
健
康
の
増
進
に
つ

い
て

②
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
の
取
り
組
み
に

つ
い
て

③
新
規
工
業
用
地
に
つ
い
て

尾
澤
将
樹
議
員（
11
時
15
分
〜
）

①
認
知
症
で
歩
き
回
る
心
配
の
あ

る
方
の
ご
家
族
に
つ
い
て

藪
之
本
佳
奈
子
議
員
（
13
時
〜
）

①
子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
に
関

す
る
ニ
ー
ズ
調
査
に
つ

い
て

②
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼

品
提
供
事
業
に
つ
い
て

青
木
文
雄
議
員
（
14
時

15
分
〜
）

①
人
口
戦
略
会
議
が
発

表
し
た
消
滅
す
る
可
能

性
が
あ
る
自
治
体
に
板

倉
町
が
該
当
し
た
こ
と
に

つ
い
て

②
ア
ニ
メ
、
映
画
、
ド

ラ
マ
、
Ｃ
Ｍ
な
ど
の
撮

影
の
誘
致
に
つ
い
て

◆
議
会
傍
聴

　

本
会
議
お
よ
び
委
員
会
の
傍
聴

を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
入
り
口

で
受
付
票
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢

を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

◆
議
会
動
画
配
信

　

板
倉
町
議
会
で
は
、
録
画
動
画

配
信
を
し
て
い
ま
す
。

　

視
聴
の
方
法
は
、
板
倉
町
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ（「
板
倉

町
議
会
」
と
検
索
）
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
な
お
、
６
月
議
会

は
、
令
和
６
年
７
月
中
に
配
信
予

定
で
す
。

問
合
せ　

庶
務
議
事
係

82

－

６
１
５
４

６
月
議
会
定
例
会
を
開
催

一
般
質
問
に
５
人
の
議
員
が
登
壇

日次 期日 会議名 開議時刻 事項

初日 ６月４日（火）

本会議 午前９時 議案審議

委員会 本議会
終了後

予算決算常任委員会
（補正予算審査）

委員会 午後１時
30分

総務文教福祉常任委員会
（所管事務調査）

産業建設生活常任委員会
（所管事務調査）

２日目 ６月５日（水） 本会議 午前９時 一般質問（５人）
補正予算採決

３日目 ６月６日（木） 休会

最終日 ６月７日（金） 本会議 午前９時 議案審議
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録
音
機
能
付
き
電
話
で

　

特
殊
詐
欺
を
撃
退

　

自
動
応
答
や
通
話
自
動
録
音

機
能
を
備
え
た
電
話
機
や
、
電

話
線
と
電
話
機
の
間
に
接
続
し

て
録
音
機
能
を
有
す
る
機
器
の

購
入
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

対
象　

世
帯
全
員
が
町
税
な
ど

の
滞
納
が
な
く
、
町
内
に
住
民

登
録
が
あ
り
実
際
に
居
住
し
て

い
る
65
歳
以
上
の
か
た

※
一
世
帯
に
つ
き
１
台
限
り

補
助
金
額

　

購
入
費
用
の
２
分
の
１
以
内
、

た
だ
し
上
限
金
額
６
，０
０
０
円

で
千
円
未
満
切
り
捨
て

申
請
方
法

　

購
入
し
た
日
か
ら
１
年
以
内

に
左
記
の
も
の
を
そ
ろ
え
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
書

○
領
収
書

○
機
能
が
確
認
で
き
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
ま
た
は
取
扱
説
明
書

※
申
請
書
は
、
安
全
安
心
係
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

安
全
安
心
係　

82

－

６
１
２
３

　

群
馬
県
企
業
局
が
分
譲
す
る
板

倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
、
随
時
分

譲
宅
地
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
住
宅
の
購
入
を
検
討

さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
ぜ
ひ
見
学

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宅
地
分
譲
の
概
要

所
在
地　

板
倉
町
朝
日
野
・
泉
野

面
積　

２
０
０
㎡
（
約
60
坪
）
〜

４
５
６
㎡
（
約
１
３
８
坪
）

分
譲
価
格　

５
９
３
万
円
〜

申
込
場
所　

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

販
売
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
板
倉
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
合
せ　

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
販

売
セ
ン
タ
ー

０
１
２
０

－

70

－

４
０
５
１

○
群
馬
県
企
業
局
団
地
課

０
２
７

－

２
２
６

－

３
９
５
５

　

町
で
は
、
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

分
譲
宅
地
の
購
入
希
望
者
を
紹
介

し
て
い
た
だ
い
た
か
た
に
、
謝
礼

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
お
よ
び
謝
礼
金
額

▼
板
倉
町
に
居
住
す
る
紹
介
者

（
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
居
住
者
を

除
く
）　

10
万
円

▼
板
倉
町
外
に
居
住
す
る
紹
介
者

　

５
万
円

※
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
居
住
者
の

場
合
は
、
群
馬
県
企
業
局
か
ら
謝

礼
金
10
万
円
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

対
象
地　

群
馬
県
企
業
局
が
直
接

販
売
し
て
い
る
板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

分
譲
地
（
建
売
分
譲
地
は
対
象
外
）

紹
介
の
成
立
要
件

○
売
買
契
約
の
締
結

○
土
地
代
金
の
納
入

○
土
地
の
引
渡
し

受
付
場
所　

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

販
売
セ
ン
タ
ー

問
合
せ　

誘
致
推
進
係

70

－

４
０
４
０

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
個
人
紹
介
制
度

分
譲
宅
地
の
購
入
希
望
者
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い

板
倉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
宅
地
分
譲

ぜ
ひ
見
学
に
来
て
く
だ
さ
い

ニュータウン
ホームページ
はこちら

個人住民税所得割の定額減税について
　わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６年分
の所得税および令和６年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税所得割の定額減税の概要は以下のとおりです。

減税額 本人、配偶者を含む扶養親族（国内居住者に限る）１人につき１万円

対象者 令和５年中の合計所得金額が１，８０５万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

その他
○　所得税についても、本人、配偶者を含む扶養親族（国内居住者に限る）１人につき３万円の定額減税が実
　施されます。
　　詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
　　（https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm）
○　減税しきれないと見込まれるかたには、別途給付金（調整給付）が支給されます。該当するかたには、次
　のとおり町から通知します。なお、個人住民税所得割と所得税の両方が課税されず、減税の対象とならない
　かたは、この給付金は支給されません。
　　・町が、既にマイナンバーにひも付く公金受取口座情報を取得できたかたには、６月中旬以降にハガキで
　　　通知する予定です（申請不要）。
　　・それ以外の該当者には、申請に必要な書類を６月下旬以降に封書で送付する予定です。
　　　詳しくは、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
　　　（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefi t2023/index.html）
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徴収方法（令和６年度分）

問合せ　住民税係　 ８２－６１２７

① 給与所得に係る特別徴収（給与所得者）

　令和６年６月分は徴収されず、定
額減税「後」の税額が令和６年７月
分から令和７年５月分までの11か月
でならされます。

② 普通徴収（事業所得者など）

　定額減税「前」の税額をもとに算
出された第１期分（令和６年６月分）
の税額から控除され、控除しきれな
い場合は、第２期分（令和６年８月分）
以降の税額から、順次控除されます。

③ 公的年金などの所得に係る特別徴収
　（年金所得者）
　定額減税「前」の税額をもとに算
出された令和６年10月分の特別徴収
税額から控除され、控除しきれない
場合は、令和６年12月分以降の特別
徴収税額から、順次控除されます。

申込みはこちら


